
 

 

    

 

本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

司法書士 行政書士 門田 修 

社会保険労務士 門田陽子 

スタッフ 一 同  

 
2006 年の「今月の言葉」は、懐かしく美しい日本の言葉シリーズです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の写真：平成の大修理をおえたばかりの国宝大崎八幡神社～仙台藩祖伊達政宗公により 1607 年に創建、今年鎮座 400 年を迎える。 

  

仙台光のページェント 

 

２００６年がスタートしました。 
本年も、 
☆ご依頼いただいた業務は、正確に、迅速に、丁寧に、遂行する。 
☆一人ひとりの業務の質の向上のため、貪欲に知識・情報を吸収していく。 
２つのことを心に留め、職員一同、気を引き締めて、業務に取り組んでまいります。 
どうぞよろしくお願い申しあげます。 
 
さて、今月からニュースも心機一転、今月の言葉、ワンポイントリフレ等、衣替えをいたしました。
また、特集として別冊で「会社法改正」に関して資料をお届けいたしました。今年の大きな動き 

のひとつです。ぜひ、ごらんください。また、ご不明な点などがございましたら、どうぞお気軽にお 
問い合わせ下さい。 

司法書士・行政書士 門田  修            
     社会保険労務士  門田 陽子           

今月の言葉 

 

気品・情趣などがあり、どことなく心がひかれるようである。
「心惹かれ、そこに行ってみたい」というのが元の意味。

使い方：ゆかしい人柄/古式ゆかしい儀式/ゆかしいたしなみ

～自己をいたずらに主張せず控えめで、しかし人の心をひきつける魅力
・・・上品で落ち着いた美しさ、それを大事にするゆとりをもちたいものです。

どんと祭を終えたばかりの大崎八幡神社                             photo by Osamu K. 

 



1 月 10 日付官報第 4251 号（法務省告示第 21号～第 25 号）に

おいて、仙台法務局塩釜支局及び気仙沼支局がそれぞれ 

「不動産登記オンライン指定庁」 

「商業法人登記オンライン指定庁」 

「動産・債権譲渡登記規則第 24 条第 2項の規定により指定

される登記所（債権譲渡登記に係る概要記録事項証明書

の郵送交付のオンライン請求指定庁）」 

として指定されました。 

運用開始日はいずれも平成１８年２月２７日です。 

 

平成 18 年 3月より、雇用保険の被保険者資格取得時に被

保険者番号が不明だった場合の取扱が変更されます。今後

は以下の場合に限り、従前の被保険者番号で取得可能です。

１、被保険者番号を明記・被保険者証を持参した場合 

２、履歴書等で職歴とデータが一致した場合 

 被保険者番号が不明で、複数の番号で資格を取得すると、

被保険者期間が通算されません。そうしますと、失業した

際、給付日数等に影響が出る場合があります。 
 
★事業主の皆様～前職被保険者証回収・職歴把握をしっかり!

★従業員の皆様へ・・・前職被保険者証保存はしっかり！ 
 
 履歴書には短い勤務の会社を書かなかったりした場合、

事情を把握するのが非常に困難です。ご理解、ご協力をお

願いいたします。 

  

別冊にて特集を組みました。どうぞご覧ください。 
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ミズホの ワンポイントリフレ VOL.1 

 

どうしようもなく眠い！そんなときは・・・ 

指の先を強めにつまむようにして、手にある頭部の
反射区を刺激してみましょう。 
脳を活性化させ、集中力を高めます。 
 
※リフレクソロジーとは・・ 

足の裏には全身の臓器や器官が反射 

投影されているといわれています。 

足の裏を刺激することによって間接的に 

全身に働きかけ、心と身体のリラクゼー 

ションを促す健康法です。 

足の裏のほかに、手や耳にも反射区があります。 

２００６年も始まり、間もなく１ヶ月を経過しようとしています。ということは今年も残り１１ヶ月（まだ早

い？）・・・。時が経つのはほんとに早いものですね。昨年は子供を被害者とする犯罪や、耐震強度偽造の問題、列車の事故、

アスベストによる健康被害等、人々の生活の“安心”を脅かすような悲しいニュースが多くありました。その中には未だに解決

や改善がされてないものもあります。今年に入ってからも、前代未聞の東京証券取引所の取引全面停止や、アメリカからの牛

肉の輸入の再度の禁止など人々の“安心”を覆すような出来事も続いています。私たちは何をしたらよいのでしょうか？一体何

ができるのでしょうか？ 

私にも今すぐに答えは見つかりません。ただ私たち１人１人がもっと外部に目を向けて、いろいろなものに関心をもち、意

見を発信していくことが大切なんじゃないかと思います。現代は政治に、経済に、社会に無関心でも、生きていくことができ

ます。しかし人々の関心の無いところでは、監視が行き届かず、誰かの“安心”が犠牲にされるように思います。 

本年も、この地球上で、多くの人々が安心して暮らしていけるよう切に願うばかりです。 

 

 new! 

 

   

 

常に、新しい情報を、      

常に、わかりやすい情報を、 

迅速に、確実にお届け。  

出先で一枚パチリ！  

ギャラリースタート。  

ブログとあわせて、  

お楽しみください。 

項目を整理し、

よりみやすくなり

ました。!

 

 

 

 

 

 

 
１． ６５歳までの定年年齢の引き上げ 

平成 18 年 4 月 1 日～19 年 3 月 31 日 62 歳

平成 19 年 4 月 1 日～22 年 3 月 31 日 63 歳

平成 22 年 4 月 1 日～25 年 3 月 31 日 64 歳

平成 25 年 4 月 1 日～ 65 歳
 
２． 継続雇用制度の導入 

（1） 原則：希望者全員を対象 
（2） 例外：対象者を基準を設定して選別 

 
３． 定年の定めの廃止 ～ 就業規則から撤廃します。 
 
※来月は２．の基準の設定の方法について詳しく解説していきます。 

 

改正された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法
律」の成立に伴い、平成１８年４月１日より６５歳未満の
定年を定めをしている事業主については、その雇用する
高年齢者の雇用を確保するため、 
１． ６５歳までの定年年齢の引き上げ 
２． 継続雇用制度の導入 
３． 定年の定めの廃止 
のいずれかの措置を講じるものとなりました。 


